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教 
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●
財
産
の
無
償
譲
渡
（
旧
朝
地
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
、
旧
大
野
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
旧
犬
飼
保
健
セ
ン
タ
ー
、
旧
犬

飼
学
校
給
食
共
同
調
理
場
）

　

旧
朝
地
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
建
物

を
「
特
定
非
営
利
活
動
法
人
豊
後
の
大

地
」
に
、
旧
大
野
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
建
物
を「
社
会
福
祉
法
人
偕
生
会
」に
、

そ
し
て
旧
犬
飼
保
健
セ
ン
タ
ー
並
び
に

旧
犬
飼
学
校
給
食
共
同
調
理
場
の
建
物

を
「
社
会
福
祉
法
人
萌
葱
の
郷
」
に
そ

れ
ぞ
れ
無
償
譲
渡
す
る
も
の
で
す
。

●
手
話
言
語
法
の
早
期
制
定
を
求
め
る

請
願

　

審
査
で
は
、
議
会
基
本
条
例
に
基
づ

き
、
ま
ず
請
願
者
で
あ
る
豊
肥
地
区
聴

覚
障
害
者
協
会
の
方
か
ら
、
詳
し
い
請

願
の
趣
旨
説
明
を
求
め
、
そ
の
後
、
自

由
討
議
、
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

趣
旨
説
明　

情
報
障
害
者
と
も
言
わ
れ

ま
す
。
自
分
で
好
き
な
所
に
行
く
こ
と

は
出
来
ま
す
。
し
か
し
、
駅
で
列
車
が

遅
れ
た
り
運
休
が
あ
っ
た
り
し
た
場
合

の
放
送
、
そ
れ
は
聞
く
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　

手
話
通
訳
を
必
要
と
し
て
い
る
の

は
、
聞
こ
え
な
い
私
た
ち
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
も
し
、
私
が
一
人
で
病
院

に
行
っ
た
と
し
た
ら
、
医
師
も
困
り
ま

す
。
聞
こ
え
る
人
た
ち
も
私
た
ち
同
様
、

手
話
通
訳
を
必
要
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

国
連
の
障
害
者
権
利
条
約
等
に
は
言

語
に
手
話
を
含
む
と
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
ろ
う
学
校
の
授
業
の
中

に
手
話
の
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聞
こ

え
る
子
ど
も
た
ち
が
学
校
国
語
の
勉
強

を
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
聞
こ
え
な

い
子
ど
も
た
ち
が
手
話
で
、
手
話
を
学

ぶ
、
ま
た
卒
業
後
、
社
会
に
出
た
後
、

問　
土
地
は
有
償
、
ま
た
は
賃
貸
借
と

の
こ
と
だ
が
、
試
算
し
て
い
る
の
か
。

答　
現
時
点
で
は
、
旧
朝
地
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
が
７
３
５
万
円
、
貸
し
付
け

の
場
合
年
間
36
万
７
５
０
０
円
。
旧
大

野
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
１
２
３
２
万

１
千
円
、
貸
し
付
け
の
場
合
年
間

61
万
６
千
円
。
旧
犬
飼
保
健
セ
ン
タ
ー

が
７
８
０
万
円
、
貸
し
付
け
の
場
合
年

間
39
万
円
。
旧
犬
飼
学
校
給
食
共
同
調

理
場
が
４
０
４
万
円
、
貸
し
付
け
の
場

合
年
間
20
万
２
千
円
程
度
と
想
定
し
て

い
ま
す
。

問　
旧
犬
飼
学
校
給
食
共
同
調
理
場
の

調
理
器
具
等
は
そ
の
ま
ま
譲
渡
す
る
の

か
。
市
の
収
入
に
つ
な
が
る
方
策
を
検

討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
こ
れ
ま
で
の
現
地
説
明
と
の
関
連

も
あ
る
の
で
公
売
は
今
の
と
こ
ろ
考
え

て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
公
売

し
た
も
の
は
解
体
を
前
提
と
し
た
建
物

の
備
品
類
で
す
。
譲
渡
先
と
協
議
し
て

有
意
に
な
る
よ
う
な
方
向
は
考
え
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

自
由
に
手
話
を
使
っ
て
会
話
し
、
生
活

で
き
る
環
境
、
そ
れ
を
求
め
て
い
ま
す
。

賛
成　

手
話
言
語
法
が
既
に
制
定
さ
れ

て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
驚
き
で
あ
る
。

や
は
り
、
請
願
者
の
気
持
ち
を
察
す
る

と
、
早
期
に
制
定
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、

私
た
ち
も
同
意
を
し
な
い
と
い
け
な
い

と
思
っ
て
い
る
。

賛
成　

旅
を
す
る
に
も
、
お
医
者
さ
ん

に
行
く
に
も
、
手
話
通
訳
が
必
要
で
す
。

や
は
り
、
国
も
早
く
手
話
言
語
法
を

作
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
本
市

に
お
い
て
も
い
ち
早
く
手
話
言
語
条
例

を
制
定
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

現地調査の様子
（旧大野老人福祉センター）

【
そ
の
他
の
付
託
案
件
】

●
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

●
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
及
び
和
解
す
る

　

こ
と
に
つ
い
て

●
他
、
２
議
案

【
そ
の
他
の
付
託
案
件
】

●
他
、
９
議
案
、
請
願
１
件

手話で説明する請願者（中央）
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12 月定例会（委員会審査報告、請願・陳情）

産
業
建
設 

常
任
委
員
会

●
農
林
水
産
物
直
売
所
条
例
の
一
部
改
正

　

市
の
公
共
施
設
の
見
直
し
に
伴
い
、

犬
飼
農
林
水
産
物
直
売
所
を
廃
止
す
る

た
め
で
、
当
該
施
設
は
平
成
22
年
11
月

末
で
休
止
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
補
助

金
適
正
化
法
に
基
づ
き
、
財
産
の
処
分

に
つ
い
て
関
係
機
関
と
協
議
を
行
い
、

本
年
11
月
に
承
認
い
た
だ
き
今
回
提
出

し
た
も
の
で
す
。

　

今
後
は
１
月
に
公
募
を
行
い
ま
す
。

犬飼農林水産物直売所

●
農
業
集
落
排
水
特
別
会
計
補
正
予
算

　
（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
５
３
８
万
２
千
円
を
減
額

し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
２
億
４
７
１
５
万
６
千
円

と
す
る
も
の
で
、
主
な
歳
出
で
は
、
緒

方
中
央
処
理
場
の
警
報
通
報
装
置
の
修

繕
料
と
し
て
１
２
０
万
円
計
上
し
、
ま

た
維
持
管
理
委
託
料
等
は
予
算
の
不
用

額
を
減
額
、
合
わ
せ
て
５
３
８
万
２
千

円
の
減
額
補
正
と
す
る
も
の
で
す
。

あなたの意見や要望

請願・陳情
● 

年
金
積
立
金
の
専も

っ
ぱ

ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
の

　 

安
全
か
つ
確
実
な
運
用
に
関
す
る
請
願

　

６
割
の
高
齢
者
世
帯
が
年
金
収
入
だ
け
で
生
活
し
て
お
り
、

年
金
は
老
後
の
生
活
保
障
の
柱
と
な
っ
て
い
る
が
、
年
金
記
録

問
題
等
に
よ
り
国
民
の
年
金
制
度
に
対
す
る
不
信
感
は
根
強
く
、

現
年
度
納
付
率
は
60
％
前
後
で
推
移
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
政
府
は
、
成
長
戦
略
の
日
本
再
興
戦
略
な

ど
に
お
い
て
、「
公
的
・
準
公
的
資
金
の
運
用
等
の
在
り
方
」
に

つ
い
て
の
検
討
を
掲
げ
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法

人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
に
対
し
、
リ
ス
ク
性
資
産
割
合
を
高
め
る
方

向
で
の
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し
を
は
じ
め
と
す
る
改

革
を
求
め
て
い
る
。
年
金
積
立
金
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

規
定
に
基
づ
き
、
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
、
長
期
的

な
観
点
か
ら
安
全
か
つ
確
実
な
運
用
を
堅
持
す
べ
き
も
の
で
あ

り
、
経
済
へ
の
貢
献
が
目
的
で
は
な
い
。
リ
ス
ク
性
資
産
割
合

を
高
め
、
年
金
積
立
金
が
毀き

損そ
ん

し
た
場
合
、
結
局
は
厚
生
労
働

大
臣
や
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
責
任
を
と
る
わ
け
で
な
く
、
被
保
険
者
・

受
給
者
が
被
害
を
被こ

う
む

る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
現
状
に
鑑
み

意
見
書
を
国
会
等
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
す
。

― 

不
採
択 

―

【
そ
の
他
の
付
託
案
件
】

●
旅
館
営
業
を
目
的
と
し
た
建
築
の
規
制

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

●
公
共
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

●
他
、
３
議
案




